
〇
「
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業

及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
の
許
可
及
び
事
業
計
画
変
更

認
可
申
請
等
の
処
理
に
つ
い

て
」
の
細
部
取
扱
に
つ
い
て

平
成
十
五
年
二
月
十
四
日�

国
自
貨
第
八
〇
号

自
動
車
交
通
局
貨
物
課
長
か
ら

各
地
方
運
輸
局
自
動
車
交

通
部
長

関
東
・
近
畿
運
輸
局
自
動

車
業
務
監
査
指
導
部
長

沖
縄
総
合
事
務
局
運
輸
部

長

あ
て

最
終
改
正　

令
和
元
年
九
月
一
八
日
国
自
貨
第
五
四
号

　

「
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送

事
業
の
許
可
及
び
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
等
の
処
理
に
つ
い

て
」（
平
成
十
五
年
二
月
十
四
日
付
け
国
自
貨
第
七
七
号
）
の

制
定
に
伴
い
、「
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
及
び
特
定
貨
物

自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
及
び
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
等
の

処
理
に
つ
い
て
」
の
細
部
取
扱
を
別
紙
の
と
お
り
定
め
た
の
で

通
知
す
る
。

　

な
お
、
本
通
達
は
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
降
の
申
請
事
案

に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
伴
い
、「
一
般
貨
物

自
動
車
運
送
事
業
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
及

び
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
等
の
処
理
に
つ
い
て
の
細
部
取
扱

に
つ
い
て
」（
平
成
七
年
六
月
二
十
日
付
け
自
貨
第
六
四
号
）

は
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
限
り
で
廃
止
す
る
。

別
紙　

「
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
及
び
特
定
貨
物
自
動
車

運
送
事
業
の
許
可
及
び
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
等
の

処
理
に
つ
い
て
」
の
細
部
取
扱
に
つ
い
て

１　

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
（
特
別
積
合
せ
貨
物
運
送
を

す
る
も
の
を
除
く
。）
の
許
可

⑴　

営
業
所

①
に
つ
い
て

・
自
己
所
有
の
場
合
は
登
記
簿
謄
本
等
、
借
入
の
場
合

は
概
ね
契
約
期
間
が
二
年
以
上
の
賃
貸
借
契
約
書
の

添
付
又
は
提
示
を
も
っ
て
、
使
用
権
原
を
有
す
る
も

の
と
す
る
。

・
た
だ
し
、
賃
貸
借
の
契
約
期
間
が
二
年
に
満
た
な
い

場
合
、
契
約
期
間
満
了
時
に
自
動
的
に
更
新
さ
れ
る

場
合
に
限
り
使
用
権
原
を
有
す
る
も
の
と
み
な
す
。

・
そ
の
他
の
書
類
（
借
入
の
場
合
の
登
記
簿
謄
本
及
び

建
物
所
有
者
の
印
鑑
証
明
等
）
に
つ
い
て
は
、
添
付

又
は
提
示
を
求
め
な
い
こ
と
と
す
る
。

②
に
つ
い
て

・
都
市
計
画
法
の
照
会
に
つ
い
て
は
、
現
行
ど
お
り
各

都
道
府
県
等
の
開
発
部
局
と
密
接
な
連
絡
調
整
等
を

図
り
事
務
処
理
に
あ
た
る
こ
と
と
さ
れ
た
い
。

・
都
市
計
画
法
等
関
係
法
令
（
農
地
法
、
建
築
基
準
法

等
）
に
つ
い
て
は
、
当
然
法
令
に
抵
触
し
な
い
旨
の

宣
誓
書
の
添
付
を
求
め
る
こ
と
と
し
、
そ
の
他
関
係

書
類
に
つ
い
て
は
、
添
付
又
は
提
示
を
求
め
な
い
こ

と
と
す
る
。

④
に
つ
い
て

・
営
業
所
に
必
要
な
備
品
等
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
る
写
真
の
添
付
を
も
っ
て
、
営
業
所
と

し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
と

す
る
。

・
申
請
時
に
お
い
て
当
該
備
品
等
が
用
意
で
き
て
い
な

い
等
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
事
後
的
に
、
必

要
な
備
品
等
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
写
真
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。

⑵　

最
低
車
両
台
数

①
に
つ
い
て

・
共
同
使
用
に
係
る
事
業
用
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
当

該
営
業
所
を
使
用
の
本
拠
と
す
る
も
の
以
外
は
算
入

し
な
い
も
の
と
す
る
。

②
に
つ
い
て

・
け
ん
引
車
、
被
け
ん
引
車
の
保
有
比
率
に
つ
い
て

は
、
最
低
車
両
台
数
基
準
を
上
回
る
部
分
は
制
限
し

な
い
も
の
と
す
る
。

⑶　

事
業
用
自
動
車

②
に
つ
い
て

・
リ
ー
ス
車
両
に
つ
い
て
は
、
契
約
期
間
は
概
ね
一
年

以
上
と
し
、
当
該
契
約
に
係
る
契
約
書
の
添
付
又
は

提
示
を
も
っ
て
、
使
用
権
原
を
有
す
る
も
の
と
す

る
。

⑷　

車
庫

②
に
つ
い
て

・
共
同
使
用
に
係
る
事
業
用
自
動
車
に
つ
い
て
は
、
使

用
の
本
拠
た
る
営
業
所
に
お
い
て
車
庫
が
確
保
さ
れ

て
い
れ
ば
、
当
該
共
同
使
用
に
係
る
他
の
営
業
所
に

お
い
て
も
車
庫
が
確
保
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
扱

う
も
の
と
す
る
。

③
に
つ
い
て

・
事
業
用
自
動
車
を
適
切
に
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る

「
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
及
び
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
等
の
処
理
に
つ
い
て
」
の
細
部
取
扱
に
つ
い
て�

一
〇
六
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こ
と
が
確
認
で
き
る
写
真
の
添
付
を
も
っ
て
、
他
の

用
途
に
使
用
さ
れ
る
部
分
と
明
確
に
区
画
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
と
す
る
。

・
申
請
時
に
お
い
て
車
庫
と
し
て
整
備
が
完
了
し
て
い

な
い
等
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
事
後
的
に
、

事
業
用
自
動
車
を
適
切
に
収
容
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
写
真
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。

④
に
つ
い
て

・
⑴
①
に
同
じ
。

⑤
に
つ
い
て

・
⑴
②
に
同
じ
。

⑸　

休
憩
・
睡
眠
施
設

②
に
つ
い
て

・
休
憩
施
設
に
必
要
な
備
品
等
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
が
確
認
で
き
る
写
真
の
添
付
を
も
っ
て
、
乗
務
員

が
有
効
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
で
あ
る
こ

と
と
す
る
。

・
申
請
時
に
お
い
て
当
該
備
品
等
が
用
意
で
き
て
い
な

い
等
特
段
の
事
情
が
あ
る
場
合
は
、
事
後
的
に
、
必

要
な
備
品
等
が
備
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き

る
写
真
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
。

③
に
つ
い
て

・
⑴
①
に
同
じ
。

⑹　

運
行
管
理
体
制

・
運
行
管
理
の
体
制
を
記
載
し
た
書
類
は
別
添
様
式
１

を
例
と
す
る
。

④
に
つ
い
て

・
運
行
管
理
者
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
営
業
所
に
つ
い

て
は
、
事
業
者
が
運
行
管
理
を
確
実
に
行
う
よ
う
指

導
す
る
こ
と
。

⑺　

点
検
及
び
整
備
管
理
体
制

・
点
検
及
び
整
備
管
理
の
体
制
を
記
載
し
た
書
類
は
別

添
様
式
１
を
例
と
す
る
。

①
に
つ
い
て

・
グ
ル
ー
プ
企
業
に
整
備
管
理
者
を
外
部
委
託
す
る
場

合
は
、「
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
等
の
施
行
に
伴
う
整
備
管
理
者
制
度
の
運
用
に
つ

い
て
」（
平
成
十
五
年
三
月
十
八
日
、
国
自
整
第
二

百
十
六
号
）
五
─
三
②
に
規
定
さ
れ
る
要
件
を
満
た

す
計
画
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

②
に
つ
い
て

・
整
備
管
理
者
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
営
業
所
に
つ
い

て
は
、
事
業
者
が
整
備
管
理
を
確
実
に
行
う
よ
う
指

導
す
る
こ
と
。

⑻　

資
金
計
画

①
に
つ
い
て

・
資
金
計
画
に
つ
い
て
は
、
別
添
様
式
２
を
例
と
す

る
。

②
に
つ
い
て

・
自
己
資
金
に
は
、
当
該
申
請
事
業
に
係
る
預
貯
金
の

ほ
か
、
処
分
権
者
の
判
断
に
よ
り
預
貯
金
以
外
の
流

動
資
産
も
含
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

・
預
貯
金
額
は
、
申
請
日
時
点
及
び
処
分
ま
で
の
適
宜

の
時
点
の
残
高
証
明
書
等
の
（
提
示
又
は
）
写
し
の

提
出
を
も
っ
て
確
認
す
る
も
の
と
す
る
。

・
預
貯
金
以
外
の
流
動
資
産
額
に
つ
い
て
は
、
申
請
日

時
点
の
見
込
み
貸
借
対
照
表
等
を
も
っ
て
確
認
す
る

も
の
と
す
る
。

・
そ
の
他
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
三
条

第
六
号
か
ら
第
八
号
に
規
定
す
る
添
付
書
類
を
基
本

と
し
審
査
す
る
こ
と
。

⑼　

法
令
遵
守

③
に
つ
い
て

ア　

申
請
日
前
六
ヶ
月
（
悪
質
な
違
反
に
つ
い
て
は
一

年
）
の
起
算
日
は
、
そ
の
処
分
期
間
終
了
後
と
す

る
。

イ　

業
務
を
執
行
す
る
役
員
（
い
か
な
る
名
称
を
問
わ

ず
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
職
権
又
は
支
配
力
を
有
す

る
者
を
含
む
。）
に
は
、
相
談
役
、
顧
問
等
と
し
て

事
業
の
経
営
に
関
与
し
、
実
質
的
に
影
響
力
を
及
ぼ

す
者
を
含
む
こ
と
と
す
る
。

ウ　

悪
質
な
違
反
と
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ａ　

違
反
事
実
若
し
く
は
こ
れ
を
証
す
る
も
の
を
隠

滅
し
、
又
は
隠
滅
す
る
と
疑
う
に
足
り
る
相
当
の

理
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
。

ｂ　

飲
酒
運
転
、
ひ
き
逃
げ
等
の
悪
質
な
違
反
行
為

又
は
社
会
的
影
響
の
あ
る
事
故
を
引
き
起
こ
し
た

場
合
。

ｃ　

事
業
の
停
止
処
分
の
場
合
。

④
に
つ
い
て

・
新
規
許
可
事
業
者
に
対
す
る
許
可
書
交
付
時
等
の
指

導
講
習
は
、
新
規
許
可
事
業
者
自
ら
の
安
全
輸
送
に

対
す
る
意
識
を
高
め
る
た
め
、
各
地
方
運
輸
局
等

は
、
指
導
講
習
会
実
施
要
領
を
定
め
、
地
方
貨
物
自

動
車
運
送
適
正
化
事
業
実
施
機
関
（
以
下
「
地
方
実

施
機
関
」
と
い
う
。）
の
参
画
を
求
め
実
施
す
る
も

の
と
す
る
。

　
　

な
お
、
指
導
講
習
の
未
受
講
者
に
つ
い
て
は
、
監

査
方
針
に
よ
り
厳
正
に
対
処
す
る
も
の
と
す
る
。

・
運
輸
開
始
の
届
出
後
、
一
ヶ
月
以
降
三
ヶ
月
以
内
に

「
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
及
び
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
等
の
処
理
に
つ
い
て
」
の
細
部
取
扱
に
つ
い
て�

一
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地
方
実
施
機
関
の
適
正
化
事
業
指
導
員
に
よ
る
巡
回

指
導
が
実
施
で
き
る
よ
う
運
輸
支
局
等
と
地
方
実
施

機
関
と
は
密
接
に
連
携
を
と
る
こ
と
。

・
な
お
、
地
方
実
施
機
関
の
適
正
化
事
業
指
導
員
の
巡

回
指
導
は
、
営
業
所
、
車
庫
、
車
両
等
の
現
況
確
認

と
と
も
に
、
関
係
法
令
の
遵
守
状
況
を
中
心
に
行
う

も
の
で
あ
る
。

⑽　

損
害
賠
償
能
力

①
に
つ
い
て

・
任
意
保
険
等
へ
の
加
入
を
確
保
す
べ
き
事
業
者
は
、

貨
物
用
事
業
用
自
動
車
が
百
両
以
下
の
貨
物
自
動
車

運
送
事
業
者
と
す
る
。

・
加
入
す
べ
き
任
意
保
険
等
は
、
原
則
と
し
て
、
生
命

又
は
身
体
の
損
害
賠
償
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
被

害
者
一
名
に
つ
き
保
険
金
の
限
度
額
が
無
制
限
で
あ

る
も
の
と
し
、
財
産
の
損
害
賠
償
に
係
る
も
の
に
つ

い
て
は
一
事
故
に
つ
き
保
険
金
の
限
度
額
が
二
百
万

円
以
上
で
あ
る
も
の
と
す
る
。

②
に
つ
い
て

・
危
険
物
の
輸
送
の
ほ
か
必
要
に
応
じ
、
貨
物
の
運
送

に
生
じ
た
損
害
に
対
す
る
賠
償
に
つ
い
て
必
要
な
金

額
を
担
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
保
険
契
約
に
加
入
す

る
計
画
が
あ
る
こ
と
。

⑾　

許
可
に
付
す
条
件

・
霊
き
ゅ
う
運
送
及
び
一
般
廃
棄
物
運
送
に
つ
い
て

は
、
行
動
範
囲
、
運
送
の
客
体
及
び
運
送
方
法
等
が

他
の
貨
物
運
送
と
極
め
て
異
な
る
な
ど
の
特
殊
性
に

か
ん
が
み
、
車
両
数
に
つ
い
て
の
特
例
を
設
け
る
こ

と
と
し
、
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
第
五
十
九
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、「
○
○
運
送
に
限
る
。」

（
貨
物
自
動
車
利
用
運
送
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は

「
○
○
運
送
に
限
る
（
貨
物
自
動
車
利
用
運
送
を
除

く
）。」）、「
発
地
及
び
着
地
の
い
ず
れ
も
が
○
○
県

（
市
、
町
等
）
の
区
域
以
外
に
存
す
る
貨
物
の
運
送

を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。」
等
の
業
務
の
範
囲
を
限

定
す
る
旨
の
条
件
を
付
す
る
こ
と
と
す
る
。

２　

特
別
積
合
せ
貨
物
運
送
を
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
の
許
可

⑶　

営
業
所
及
び
荷
扱
所
の
自
動
車
の
出
入
口

・
複
数
の
事
業
用
自
動
車
を
同
時
に
停
留
さ
せ
る
こ
と

の
で
き
る
積
卸
施
設
を
有
す
る
営
業
所
及
び
荷
扱
所

の
自
動
車
の
出
入
口
に
つ
い
て
は
、「
自
動
車
タ
ー

ミ
ナ
ル
の
位
置
、
構
造
及
び
設
備
の
基
準
を
定
め
る

政
令
」（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
号
）
第

四
条
及
び
第
六
条
第
一
項
の
基
準
に
準
じ
て
審
査
す

る
こ
と
。

⑷　

運
行
系
統
及
び
運
行
回
数

②
に
つ
い
て

・
取
扱
い
貨
物
の
推
定
運
輸
数
量
及
び
そ
の
算
出
基
礎

は
別
添
様
式
３
を
例
と
す
る
。

3　

貨
物
自
動
車
利
用
運
送
を
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
の
許
可

⑶　

保
管
施
設
に
つ
い
て

・
保
管
施
設
の
所
在
地
、
面
積
、
構
造
及
び
付
属
設
備

に
つ
い
て
記
載
す
る
こ
と
。

4　

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

等⑹　

法
令
遵
守

①
に
つ
い
て

・
事
業
規
模
の
拡
大
と
な
る
申
請
は
、
新
た
に
特
別
積

合
せ
貨
物
運
送
、
貨
物
自
動
車
利
用
運
送
を
行
お
う

と
す
る
場
合
の
ほ
か
、
営
業
所
の
新
設
（
増
設
に
限

る
。）、
事
業
用
自
動
車
の
増
車
（「
一
般
貨
物
自
動

車
運
送
事
業
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許

可
及
び
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
等
の
処
理
に
つ
い

て
」（
平
成
十
五
年
二
月
十
四
日
付
け
国
自
貨
第
七

十
七
号
。
以
下
「
局
長
通
達
」
と
い
う
。）
4
⑵
③

に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。）、
自
動
車
車
庫
の
新
設
、

位
置
の
変
更
（
収
容
能
力
の
拡
大
を
伴
う
も
の
に
限

る
。）、
運
行
系
統
の
新
設
等
、
事
業
計
画
変
更
認
可

申
請
に
よ
っ
て
事
業
規
模
が
拡
大
と
な
る
申
請
を
い

う
。

・
ホ
に
よ
り
確
認
を
行
う
報
告
・
届
出
義
務
違
反
は
、

報
告
・
届
出
義
務
の
種
類
ご
と
に
、
直
近
に
当
該
報

告
・
届
出
の
期
限
が
到
来
し
て
い
る
も
の
を
対
象
と

す
る
。

そ
の
他

　
　

局
長
通
達
の
別
紙
11
中
⑴
及
び
⑵
の
別
途
定
め
る
様
式

は
、
以
下
の
と
お
り
と
す
る
。

・
⑴
に
つ
い
て
は
、
様
式
４
を
例
と
し
、
こ
れ
に
よ
り

報
告
を
行
う
よ
う
指
導
さ
れ
た
い
。

・
⑵
に
つ
い
て
は
、
様
式
５
を
例
と
し
、
こ
れ
に
よ
り

運
輸
開
始
の
届
出
を
行
う
よ
う
指
導
さ
れ
た
い
。

「
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
及
び
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
等
の
処
理
に
つ
い
て
」
の
細
部
取
扱
に
つ
い
て�

一
〇
八

t.ono
ハイライト表示



様式例５
平成　　年　　月　　日

運 輸 局 長
　殿

住 所
氏名又は名称
代 表 者 名
電 話 番 号

一般（特定）貨物自動車運送事業の運輸開始届出書
　平成　　年　　月　　日付け　　　第　 号により許可になった一般（特定）貨物自動車運送事
業は、平成　　年　　月　　日に運輸を開始したので届出いたします。
　　車両一覧表

登録番号 最大積載量 車体の形状 所属営業所 備　　考

１ ㎏

２ ㎏

3 ㎏

4 ㎏

5 ㎏

6 ㎏

7 ㎏

8 ㎏

9 ㎏

10 ㎏

一般自動車損害保険（任意保険）の加入状況
□対人賠償額無制限の保険に加入しました。

社会保険等加入状況
□労働保険（労災、雇用）、社会保険（健康保険、厚生年金）とも加入済み

添付書類
・法人を設立した場合、目的や役員を変更した場合等にあっては登記事項証明書
・労働保険／保険関係成立届（写）、（健康保険・厚生年金保険）新規適用届（写）など社会保険
等に加入した員数がわかるもの。（※上記の社会保険等加入状況欄にチェックがあり、既に加
入した員数がわかる書類を提出済みの場合は、添付書類の提出は不要です。）

・一般自動車損害保険（任意保険）の保険証の写等保険内容の確認できる書面
・自動車検査証（車検証）の写

「
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
及
び
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
等
の
処
理
に
つ
い
て
」
の
細
部
取
扱
に
つ
い
て�

一
一
七

t.ono
ハイライト表示

t.ono
ハイライト表示




